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令和 2年 8月 4日

調査及び立法考査局

社会労働調査室・課

◆御依頼 日 :7月 17日

◆御依頼内容

各国政府における WorkttiOnへの取組について

G20及び台湾において、政府が Workationに 関してどの程度取り組んでいるかの概要。

外国政府 (G20(日 本を除く)及び台湾)の ワーケーションに対する取組が分かる資料は、見

当たりませんでした。

なお、海外 (イ ンドネシアのバ リ島、スペインのタリファ、ニューヨーク)におけるワーケ

ーションの事例が紹介されている資料 1に、次のような記述がありました。

「海外におけるフィール ドワークから見えたのは、ワーケーションはあくまでワーカー個人の

働き方の選択であるという意味合いが強い、ということである。コワーキングスペースがワー

ケーションを働き方のスタイルとして提示することはあっても、企業がワーケーションを制度

として導入・後押ししていたり、地域がワーケーションを打ち出してワーカーや施設を招致す

るという動きはフィール ドワークからは見いだせなかった。一方で、日本におけるワーケーシ

ョンの動きは、ワーカーからというよりも、企業の制度や地域の産業や政策が引っぱる現状と

言えるだろう。」 (p208)

また、ワーケーションと似た概念であるブレジャー (出張等に自分の楽しみ、休暇を加える

ことで、ビジネスロ的以外にも現地での様々なアクティビティや観光等の休暇としての時間も

過ごすというもの)についても、三菱総合研究所によれば、この言葉を用いて政府観光局の戦

略のターゲットに位置付けている海外の国は見当たらないとされています (資料 2)。

日本政府のワーケーションに対する取組については、資料 3～5を御覧ください。
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